
　厨房設備等の導入は、以下に定義する「厨房設備」と「調理備品」での分割を想定する。

　定義する区分に応じて、価格提案内訳書の厨房設備工事費に計上すること。

　なお、現時点での想定であり、受託候補者との協議により内容について合意の上、決定する。

　１　厨房設備等の区分根拠

　 (1)　厨房設備

　 (2)　調理備品

厨房設備 調理備品

衣類・シューズ消毒保管庫 Ｌ型運搬車

受台(床・壁等に固定するもの) 移動式パンラック

オートサニーステーション 器具・用具保管庫

器具・用具消毒保管庫 高圧・スチーム等調理場洗浄機

球根皮剥機 高速度ミキサー

コンテナ洗浄機 小物用かご

コンテナ洗浄機 食缶

コンテナ消毒装置 食缶用カート

サイの目切り機 食材運搬車

サイの目切り機置台 食器かご

残渣処理機 スタックカート

システム調理台 調理台・作業台・水切台(移動式)

食缶洗浄機 デジタル台秤専用置台

食油濾過機 電動缶切機

食器・食缶消毒保管庫 戸棚・ラック

食器洗浄機 ドライ式ローラーコンベヤ(移動式)

シンク(床・壁等に固定するもの) 防水型デジタル台秤

真空冷却機 冷蔵庫

新油タンク 冷凍庫(保存食用含む)

スチームコンベクションオーブン

スライサー

スライサー置台

調理釜

調理台・作業台・水切台(床・壁等に固定するもの)

ドライ式ローラーコンベヤ(床・壁等に固定するもの)

配送用コンテナ

廃油タンク

微酸性電解水生成装置

プレハブ・パススルー冷蔵庫

プレハブ・パススルー冷凍庫

ポリバケツ交換装置

水切台付シンク(床・壁等に固定するもの)

野菜洗浄機

ラックインパススルー戸棚

連続式揚物機

※　機器に付属する専用の備品を含む。

　(例：カートイン式のカート、スチームコンベクションオーブンのホテルパン等)

　　　　等の機能をなす用途以外での床・壁等に固定する冷蔵庫等の機器とする。

厨房設備等区分一覧

　　　　ともに、スライサー等の移動可能な調理機器でも、排水計画等で他の厨房設備との連携性を要

　　　　　床・壁等に固定するもの、動力・電力等または排水管等を必要とする調理機器を定義すると

　　　　するものを含む。

　　　　　厨房設備に定義しないものをいい、主に移動可能な単一の機器で機能をなすもの、転倒防止


